
守谷市長等の政治倫理に関する条例（案） 

 （目的） 

第１条 この条例は，市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し，

市長等の政治倫理基準を定めるとともに，市長の資産等の公開に加え，市民

の審査請求等の制度を設けることにより，市長等の政治倫理の確立を期し，

もって公正かつ清浄で開かれた市政の確保と発展に寄与することを目的とす

る。 

 （用語の意義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定め

るところによる。  

（１）市長等 市長，副市長及び教育長をいう。 

（２）報酬等 報酬及び金銭，物品その他の財産上の利益（実費弁償を除く。）

をいう。 

（３）工事等 工事請負，業務委託，物品納入及び使用資材の購入をいう。 

（４）市長等関係者 市長等の配偶者，同居の親族及び１親等の親族をいう。 

（５）法人等 法人その他の団体をいう。ただし，次に掲げるものを除く。 

ア 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２８

４条第１項に規定する一部事務組合及び広域連合その他市が構成団体と

なっているもの 

イ 市が資本金，基本金その他これらに準ずるものの２分の１以上を出資

しているもの 

ウ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０９条第１項の規定に基

づき設置された守谷市社会福祉協議会 

（６）役員等 法人等の無限責任社員，取締役，会計参与，監査役，執行役，

理事，監事，会計監査人，顧問，支配人及び清算人又はこれらに準ずる職

をいう。 

（７）市長等関係団体 法人等のうち次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 市長等又は市長等関係者が，役員等に就いているもの 

イ 市長等が年額２４０万円以上の収入を得ているもの 

ウ 市長等の出資金の合計が，その資本金，基本金その他これらに準ずる

ものの３分の１以上となるもの 

エ 市長等がその経営方針の決定に関与しているもの 

（８）資産等報告書等 資産等報告書，資産等補充報告書，所得等報告書，市

税等の納付状況報告書及び経歴等報告書をいう。 

 （政治倫理基準及び市長等の責務） 

第３条 市長等は，市政に携わる責務を深く自覚し，次に掲げる政治倫理基準

を遵守しなければならない。 

（１）常に市民全体の奉仕者としての人格と倫理の向上に努め，その地位によ



る影響力を不正に行使していかなる報酬等も授受しないこと。 

（２）市が発注し，又は関係する工事等に関して，自己又は特定の者のために

特定業者と契約を締結しないとともに，不当に有利又は不利な取り計らい

をしないこと。 

（３）市職員（臨時職員及び嘱託職員を含む。）の採用に関して，自己又は特

定の者のために，特定の個人を不当に有利又は不利な取り計らいをしない

こと。 

（４）市営施設等に入居し，又は入所することに関して，自己又は特定の者の

ために特定の個人を不当に有利又は不利な取り計らいをしないこと。 

（５）政治活動に関して会社その他の団体（政党及び政治団体を除く。）から

政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。市長等

の後援団体についても同様とする。 

（６）市が行う認可，許可及び命令並びに地方自治法（昭和２２年法律第６７

号。以下「法」という。）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者の

指定に関して，自己又は特定の者のために特定の企業，個人，団体等を不

当に有利又は不利な取り計らいをしないこと。 

（７）前各号に掲げるもののほか，市民全体の奉仕者として品位と名誉を損な

うような一切の行為を慎み，その職務に関して不正の疑惑をもたれるおそ

れのある行為をしないこと。 

２ 市長等は，政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは，

守谷市政治倫理審査会設置条例（平成  年守谷市条例第 号）に定める守

谷市政治倫理審査会（以下「審査会」という。）に出席し，自ら潔い態度を

持って疑惑の解明に当たるとともに，その責任を明らかにしなければならな

い。 

３ 市長は，市又は自らに損害賠償責任が生じるおそれのある事件が生じた場

合は，その事実を真摯に受け止め，かつ，その責任の全てを負う覚悟を持っ

て誠実に対応しなければならない。 

 （市民の責務） 

第４条 市民は，自らも主権者として市政を担い，公共の利益を実現する自覚

を持ち，市長等に対し，次に掲げる働きかけを行ってはならない。 

（１）市が発注又は関係する工事等の指名又は選定に関する依頼 

（２）市職員の採用に関する依頼 

（３）市営施設等へ入居し，又は入所することに関する依頼 

（４）政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附の受け取りに関する依

頼 

（５）市が行う認可，許可及び命令並びに指定に関する依頼 

（６）前各号に掲げるもののほか，飲食の供与等社会通念上疑惑を持たれるお

それのある行為 



 （資産等報告書の作成，提出義務） 

第５条 市長は，その任期開始の日（再選挙により市長となった者にあっては

その選挙の期日とし，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２５９条

の２の規定の適用がある者にあっては当該者の退職の申立てがあったことに

より告示された選挙の期日とし，更正決定又は繰上補充により当選人と定め

られた市長にあってはその当選の効力発生の日とする。次項，第８条，第１

１条第１項及び第１３条第３項において同じ。）において有する次に掲げる

資産等について，当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した

資産等報告書を，同日から起算して１００日を経過する日までに作成しなけ

ればならない。 

（１）土地（信託している土地（自己が帰属権利者であるものに限る。）を含

む。） 所在，面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続（被相続人か

らの遺贈を含む。以下同じ。）により取得した場合は，その旨 

（２）建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的とな

っている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は，その旨 

（３）建物 所在，床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得

した場合は，その旨 

（４）預金（当座預金及び普通預金を除く。）及び貯金（普通貯金を除く。） 

預金及び貯金の額 

（５）金銭信託 金銭信託の元本の額 

（６）有価証券（金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）第２条第１項及

び第２項に規定する有価証券に限る。） 種類及び種類ごとの額面金額の

総額（株券（株券が発行されていない場合にあっては，株券が発行されて

いたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。）にあっては，株式

の銘柄，株数及び額面金額の総額） 

（７）自動車，船舶，航空機及び美術工芸品（取得価額が１００万円を超える

ものに限る。） 種類及び数量 

（８）ゴルフ場の利用に関する権利（譲渡することができるものに限る。） 

ゴルフ場の名称 

（９）貸付金（生計を一にする親族に対するものを除く。） 貸付金の額 

（１０）借入金（生計を一にする親族からのものを除く。） 借入金の額 

２ 市長は，その任期開始の日後，毎年新たに有することとなった前項各号に

掲げる資産等であって１２月３１日において有するものについて，当該資産

等の区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を，その

翌年の４月１日から６月３０日までの間に，作成し，提出しなければならな

い。 

 （所得等報告書の作成，提出義務） 

第６条 市長（前年１年間を通じて市長であった者（任期満了により市長でな



い期間がある者で当該任期満了による選挙により再び市長となった者にあっ

ては，当該市長でない期間を除き前年１年間を通じて市長であった者）に限

る。）は，次の各号に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を，

毎年，４月１日から６月３０日までの間（当該期間内に任期満了により市長

でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び市長となった者に

あっては，４月１日から再び市長となった日から起算して９０日を経過する

日までの間。次条において同じ。）に，作成しなければならない。 

（１）前年分の所得について同年分の所得税が課せられる場合における当該所

得に係る次に掲げる金額（当該金額が１００万円を超える場合にあっては，

当該金額及びその基因となった事実） 

ア 総所得金額（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２２条第２項に

規定する総所得金額をいう。）及び山林所得金額（同条第３項に規定す

る山林所得金額をいう。）に係る各種所得の金額（同法第２条第１項第

２２号に規定する各種所得の金額をいう。） 

イ 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）の規定により，所得税法

第２２条の規定にかかわらず，他の所得と区分して計算された所得の金

額であって規則で定めるもの 

（２）前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課さ

れる場合における当該財産に係る贈与税の課税価格（相続税法（昭和２５

年法律第７３号）第２１条の２に規定する贈与税の課税価格をいう。） 

 （市税等の納付状況報告書作成，提出義務） 

第７条 市長は，毎年，４月１日から６月３０日までの間に，前年度分の市町

村民税，固定資産税，都市計画税，軽自動車税，国民健康保険税（国民健康

保険料を含む。），介護保険料，後期高齢者医療保険料等の納付状況を記載し

た税等の納付状況報告書を作成するとともに，納付を証する書類を備えなけ

ればならない。 

 （経歴等報告書の作成，提出義務） 

第８条 市長は，その任期開始の日から２箇月以内に学歴及び職歴等を記載し

た経歴等報告書を作成するとともに，それらを証する書類を備えなければな

らない。 

 （資産等報告書等の保存及び閲覧） 

第９条 市長は，前４条の規定により提出された資産等報告書等を，当該提出

の期限の翌日から起算して３０日以内に一般の閲覧に供しなければならない。 

２ 市長は，資産等報告書等を閲覧に供したときは，遅滞なく，その要旨を広

報紙等に掲載しなければならない。 

３ 資産等報告書等を閲覧した者は，閲覧により知り得た情報を不正な目的に

使用してはならない。 

４ 市長は，資産等報告書等について，提出期限の翌日から起算して５年を経



過する日まで保存しなければならない。 

 （資産等報告書等の訂正等） 

第１０条 市長は，保存されている資産等報告書等の内容について，提出後に

訂正又は補正（以下「訂正等」という。）の必要が生じたときは，訂正等を

行うことができる。この場合において，市長は訂正等を行った旨を遅滞なく

広報紙等に掲載しなければならない。 

 （兼業等報告書の作成，提出義務） 

第１１条 市長等は，市長等若しくは市長等関係者が次に掲げる場合に該当す

る場合は，市長等の任期開始の日から２箇月以内に兼業等報告書を作成し，

市長に提出しなければならない。 

（１）法人等の役員等に就いている場合 

（２）法人等から収入を得ている場合 

（３）法人等の出資者となっている場合 

（４）法人等の経営方針に関与している場合 

２ 前項の規定は，市長等若しくは市長等関係者が新たに前項各号のいずれか

に該当することとなった場合について準用する。この場合において，同項中

「市長等の任期開始の日」とあるのは，「第１１条第１項各号のいずれかに

該当することとなった日」と読み替えるものとする。 

 （兼業報告書への準用） 

第１２条 第９条及び第１０条の規定は，前条の規定により兼業等報告書を作

成する場合について準用する。この場合において，同条中「市長」を「市長

等」と，「資産等報告書等」を「兼業等報告書」と読み替えるものとする。 

 （契約に関する遵守事項） 

第１３条 市長等関係団体は，法第１４２条の趣旨を尊重し，市が発注し，又

は関係する工事等の契約の締結及び市が公募を行い選定する事業（法第２４

４の２第３項に規定する指定管理者の指定を含む。）への応募を辞退しなけ

ればならない。ただし，災害等で緊急を要するとき又は当該団体が辞退する

ことにより市の行政執行若しくは市民生活に支障が生じる場合は，この限り

でない。 

２ 市長等は，前項の規定により市長等関係団体が契約等を辞退するときは，

市民に疑惑を持たれないように責任をもって当該市長等関係団体の辞退届を

提出するものとする。 

３ 前項の辞退届は，市長等の任期開始の日から３０日以内に市長に提出する

ものとする。 

４ 市長は，市長等の辞退届の提出状況を広報等に掲載するものとする。 

 （刑事事件についての起訴後等の説明会） 

第１４条 市長等は，刑事事件について起訴された後，なお引き続きその職に

とどまろうとするときは，市民に対する説明会を開催するものとする。 



２ 市民は，前項の規定による説明会が開催されないときは，法第１８条に定

める選挙権を有する者５０人以上の連署をもって，起訴の日から５０日以内

に市長に説明会の開催を請求することができる。 

３ 市民は，説明会において，市長等に質問することができる。 

４ 本条に規定する説明会の開催及び運営についての手続は，市長においてあ

らかじめこれを定める。 

５ 前３項の規定は，市長等が，刑事事件について有罪判決の言渡しを受けた

後，なお引き続きその職にとどまろうとする場合に準用する。この場合にお

いて，「起訴の日」を「有罪判決の言渡しの日」と読み替えるものとする。 

 （辞職） 

第１５条 市長等は，刑法（明治４０年法律第４５号）第１９７条から第１９

７条の４まで又は第１９８条に定める贈収賄罪その他市長等の職責に照らし

市長等としての適格性を欠く犯罪に関する刑（執行猶予を付される場合を含

む。）が確定したときは，法第１４３条の規定により失職する場合を除き，

市民全体の奉仕者としての品位と名誉を守り，市政に対する市民の信頼を回

復するため，辞職手続を行うものとする。 

 （市民の審査請求権） 

第１６条 市民は，次の各号のいずれかの事由があると認められるときは，こ

れを証する資料を添えて，市長に審査請求をすることができる。 

（１）市長等が政治倫理基準に違反する疑いがあるとき。 

（２）市長等が作成した資産等報告書等又は兼業等報告書の記載内容に疑義が

あるとき。 

（３）市長等，市長等関係者又は市長等関係企業が第１３条の規定に違反して

いる疑いがあるとき。 

２ 市長は，前項の規定による審査請求があった場合は，審査請求書及び添付

資料の写しを直ちに審査会に提出し，審査を求めなければならない。 

３ 審査会は，前項の規定による審査の求めがあった場合は，速やかに審査を

開始し，その結果に関する報告書（以下「審査報告書」という。）を市長に

提出しなければならない。 

４ 市長は，前項の審査報告書の提出を受けた日の翌日から起算して１０日以

内にその要旨を審査請求人に通知するとともに，遅滞なく広報紙等に掲載し

なければならない。 

 （市長による審査請求） 

第１７条 市長は，市長等がこの条例に違反している疑いがある場合は，直ち

に審査会に審査を求めなければならない。 

２ 前条第３項及び第４項の規定は，前項の規定による審査請求について準用

する。 

 （市長等の協力義務） 



第１８条 市長等は，審査会からの要求があるときは，審査に必要な資料を提

出し，又は審査会の会議に出席して説明を行う等必要な協力を行わなければ

ならない。 

 （違反措置） 

第１９条 審査会は，市長等がこの条例に違反していると判断した場合は，そ

の旨を議会に報告するものとする。この場合において，違反の内容が重大な

ものであるときは，市長等の辞職勧告又は不信任決議を議会に促すものとす

る。 

 （委任） 

第２０条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行について必要な事項

は，市長が規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

（政治倫理確立のための守谷市長の資産等の公開に関する条例の廃止） 

２ 政治倫理確立のための守谷市長の資産等の公開に関する条例（平成７年守

谷町条例第２９号）は，廃止する。 

（政治倫理確立のための守谷市長の資産等の公開に関する条例の廃止に伴う

経過措置） 

３ 前項の規定による廃止前の政治倫理確立のための守谷市長の資産等の公開

に関する条例の規定により作成された資産等報告書及び資産等補充報告書，

所得等報告書並びに関連会社等報告書は，それぞれ，この条例の相当規定に

より作成し，提出されたものとみなす。 

４ この条例の施行の日後最初に作成する市税等の納付状況報告書及び経歴等

報告書については，第７条中「毎年，４月１日から６月３０日までの間」と

あるのは「この条例の施行の日から起算して９０日を経過する日までに」と，

第８条中「その任期開始の日」とあるのは「この条例の施行の日」と読み替

えて適用するものとする。 

 （守谷市政治倫理条例の一部改正） 

５ 守谷市政治倫理条例（平成１１年守谷町条例第３７号）の一部を次のよう

に改正する。 

 題名を次のように改める。 

   守谷市議会議員の政治倫理に関する条例 

第１条中「その担い手である市長，副市長，教育長（以下「市長等」とい

う。）及び」を削る。 

第２条（見出しを含む。）及び第３条中「市長等及び」を削る。 

第４条を削る。 

第５条中「市長等及び」及び「市長等に係るものについては市長に，議員



に係るものについては議長に，」を「議長に」に改め，同条を第４条とする。 

第６条第１項前段中「市長等又は」を削り，「市長等にあっては市長に，

議員にあっては議長に，」を「議長に」に改め，同項後段中「市長等又は」

を削り，同条第２項中「法」を「地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以

下「法」という。）」に改め，「市長等又は」を削り，同条第３項中「市長等

又は」を削り，同条第４項中「市長」を「議長」に改め，同条を第５条とす

る。 

第７条中「市長等又は」を削り，同条を第６条とする。 

第８条中「市長等又は」，「，第１４３条第１項若しくは第１６４条第２項

又は地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条第４項」及び「市

長又は」を削り，同条を第７条とする。 

第９条第１項中「市長等及び」を削り，「市長等若しくは議員又はこれら

の者の」を「議員又はその」に改め，「市長等にあっては市長に，議員にあ

っては」を削り，同条第２項中「市長等及び」及び「当該職」を削り，「当

該事業」を「が，当該事業」に改め，同条第３項中「市長等及び」及び「市

長等にあっては市長に，議員にあっては」を削り，同条第４項中「市長及び

議長は」を「議長は，」に改め，「市長等又は」を削り，同条を第８条とする。 

第１０条第１項中「市長等若しくは議員が役員」を「議員が，役員」に，

「，市長等若しくは議員が」を「及び」に，「又は市長等若しくは議員が」

を「並びに」に改め，「，第１４２条，第１６６条及び第１８０条の５」を

削り，同条第２項中「市長等及び」を削り，同条第３項中「市長等又は」及

び「市長等にあっては市長に，議員にあっては」を削り，同条第５項中「市

長及び」及び「市長等及び」を削り，「市広報等で公表」を「広報紙等に掲

載」に改め，同条を第９条とする。 

第１１条第１項中「市長及び」及び「市長等若しくは」を削り，同条第２

項中「市長等又は」を削り，「市長は」を「議長は」に，「市広報等で公表」

を「広報紙等に掲載」に改め，同条を第１０条とする。 

第１２条第１項中「市長等又は」及び「市長及び」を削り，同条第２項中

「市長等又は」を削り，「市長は」を「議長は」に，「市広報等で公表」を

「広報紙等に掲載」に改め，同条を第１１条とする。 

第１３条中「市長」を「議長」に改め，同条を第１２条とする。 


